
資料４

１．大中型まき網漁業の管理区分の構成

７⽉〜１０⽉
１１⽉〜翌年３⽉

（盛漁期）
翌年４⽉〜６⽉

40トン
以上

１そうまき ＩＱ管理区分
（漁獲量約８割）

１そうまき

２そうまき

まさば及びごまさば太平洋系群　IQ管理区分の取扱いについて

（北海道沖）

管理年度 ７⽉〜翌年６⽉

太

平

洋

北部
太平洋

（⻘森沖)

（岩⼿沖）

（宮城沖）

（福島沖）

（茨城沖）

（千葉沖）

総量管理区分
（漁獲量約２割）

中部太平洋

南部太平洋

40トン
未満
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⼤⾂管理区分に配分
（⼤中まき総量管理区分＋⼤中まきＩＱ管理区分）

２．都道府県及び⼤⾂管理区分への配分の基準

ＴＡＣ（国の留保分を除く）

都道府県に
配分

⼤中まき
総量管理区分

に配分

⼤中まき
ＩＱ管理区分

に配分

漁期年の漁獲実績の
⽐率で配分

暦年の漁獲実績の
⽐率で配分

暦年の漁獲実績の
⽐率で配分
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当初配分 Ａ県 B県 Ｃ県 Ｄ県 Ｅ県

当初配分 Ａ県 B県 Ｃ県 Ｄ県 Ｅ県

３．まさば及びごまさば太平洋系群 ＩＱ管理区分に対する国の留保枠の取扱い

国の留保

国の留保

追加配分

追加配分

⼤⾂管理区分
（⼤中型まき網漁業）

（１）従来

（２）令和３管理年度〜

⼤⾂管理区分
（⼤中型まき網
IQ管理区分）

⼤⾂管理区分
（⼤中型まき網
総量管理）

追加配分の
対象としない

漁獲状況に応じ、不⾜する都道府県・⼤⾂管理区分へ追加配分

漁獲状況に応じ、不⾜する都道府県・⼤⾂管理区分へ追加配分

シェア相当
分の50％を
当初配分に
上乗せ

※ただし未
利⽤分は国
の留保に戻
す
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（１）従来（総量管理のみ）

６⽉末まで

（２）令和３管理年度〜 

翌年３⽉末時点

翌年４⽉以降
６⽉末まで

４．⼤中型まき網漁業ＩＱ管理区分の未利⽤分の扱いその１

７⽉時点
（管理年度当初）

⼤中まき総量管理区分

（※留保からの上乗せ分の扱いについては次⾴で説明）

配分

漁 獲 実 績 未利⽤分

漁 獲 実 績 漁獲可能

翌年３⽉末時点
ＩＱ管理
期間終了時

翌年４⽉以降
ＩＱ管理
期間終了後

⼤中まき総量管理区分 ⼤中まきＩＱ管理区分 

７⽉時点
（管理年度当初）

配分

漁獲実績 漁獲可能

⼤中まきＩＱ管理区分 ⼤中まき総量管理区分

配分
（１１⽉１⽇〜３⽉末まで）

漁 獲 実 績

漁獲実績
未利
⽤分

漁 獲 実 績 未利⽤分

⼤中まき総量管理区分
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⼤中まき総量管理区分

６⽉末まで ⼤中まき総量管理区分    ⼤中まきＩＱ管理区分 

基本の配分
に由来

６⽉末まで ⼤中まきＩＱ管理区分 

未利⽤分の繰⼊れ後の配分

未利
⽤分

漁獲
可能

未利
⽤分

５．⼤中型まき網漁業ＩＱ管理区分の未利⽤分の扱いその２

翌年３⽉末時点
ＩＱ管理
期間終了時

漁 獲 実 績
未利⽤分

上乗せ配分
に由来

⼤中まき総量管理区分 ⼤中まきＩＱ管理区分  国の留保

７⽉時点
（管理年度当初）

基本の配分
（１１⽉１⽇〜３⽉末まで）

留保からの
上乗せ配分

国の留保

繰⼊れ

国の留保⼤中まき総量管理区分

翌年４⽉時点
ＩＱ管理
期間終了後

追加
配分

未利⽤分の繰⼊れ・追
加配分後の配分

繰⼊れ漁獲実績
漁獲
可能

（１）ＩＱ管理区分の漁獲実績が基本の配分を超えた場合

漁獲実績

漁獲実績

漁獲実績

（２）ＩＱ管理区分の漁獲実績が基本の配分より少なかった場合

⼤中まきＩＱ管理区分  国の留保

基本の配分
（１１⽉１⽇〜３⽉末まで）

留保からの
上乗せ配分

漁 獲 実 績
未利
⽤分

７⽉時点
（管理年度当初）

翌年３⽉末時点
ＩＱ管理
期間終了時

翌年４⽉時点
ＩＱ管理
期間終了後
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